
議会運営委員会記録 

１  日  時      平成３０年６月１２日（火曜日） 

開   会      午前 ９時５８分 

閉  会      午前１０時０８分 

２  場  所      議 会 会 議 室 

３  出 席 委 員    １０人 

         委 員 長    金 厚 有 豊 
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       委  員    舎 川 智 也 

         〃      江 西 照 康 

             〃      東     篤 

       〃      成 田 光 雄 

         〃      横 野   昭 

         〃      高 田 重 信 

         〃      村 家   博 

         〃      柞 山 数 男 

４ 欠 席 委 員    0 人 



５ 委員外議員として出席した者 

     議  員    上 野   蛍 

         〃      木 下 章 広 

        〃      大 島   満 

        〃      橋 本 雅 雄 

      〃      赤 星 ゆかり 

６ 職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局長             島  静一

事務局次長           岡地  聡 

参事（庶務課長）         金山  靖

議事調査課長          福原  武

議事調査課長代理         石黒 隆司

議事調査課議事係長       中山  崇 

議事調査課調査係長        牧野 仁美

議事調査課主任         平野  霞 



1

７  会議の概要  

委員長    ただいまから、議会運営委員会を開会いた

します。 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    まず、委員会記録の署名委員に村家委員、  

柞山委員を指名いたします。 

本日の協議事項は、お手元に配付のとおり

であります。 

まず、大きな協議事項１番目の６月定例会

の運営についてであります。 

初めに、一般質問については、２３名の方

から通告がありました。 

そこで、一般質問の順序については、お手

元の資料のとおり進めたいと思いますが、 

よろしいでしょうか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それではそのように決定いたします。 

次に、２つ目の請願・陳情につきまして、 

今定例会に提出されたものは、お手元の資

料のとおり請願１件、陳情１件であります。  

このうち、「請願・陳情における意見陳述   
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の制度化に向けた請願」については、この

議会運営委員会に付託される予定でありま

すので、御承知おき願います。  

次に、平成３０年分陳情第１０号「「生活

保護受給」等に関する陳情」についてです

が、議長から、「本件陳情事項について市

担当課に状況を確認したところ、生活保護

「受給」の表記・表現で本市の見解は統一

されている。したがって、本市議会請願・

陳情取扱要領に沿って、今定例会において、

所管の委員会への付託・審査にはなじまな 

いものと考える。」との議長の見解から、

請願・陳情取扱要領に沿って、当委員会と

しての意見を求められております。 

そこで、本件陳情について、所管委員会へ

の付託・審査を行うべきか、委員の皆さん

の御意見をお聞かせください。  

高田委員   自民党としては、本市の状況も踏まえてよ

く検討した結果、議長見解のとおり、所管

委員会への付託・審査にはなじまないもの

と考えています。  

      ただ、陳情者の方への通知において、この

ような状況や当局の考えを付記して回答さ
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れればよいのではないかと思います。  

委員長    社民党さんは何かありますか。  

東委員    この陳情については、今初めて見た形であ

りまして、直ちに意見を述べることは大変

無理があります。できればこのようなもの

はさきにいただいて、検討を……  

      （「きのういただきました。」と発言する者

あり） 

東委員    そうでしたか。見落としておりまして大変

申しわけありません。内容を見ていなかっ

たことに落ち度がありますので、次回以降

はしっかりと目を通して検討させていただ

きたいと思います。今回はそのような扱い

でやむなしということです。 

委員長    それでは、平成３０年分陳情第１０号につ

いては、議会運営委員会の意見として、「   

本件陳情については、議長見解のとおり、 

今定例会において、所管の委員会への付託 

及び審査にはなじまないと考える」との意



4

見を付して、議長に報告したいと思います

が、そのように取り扱うこととして、よろ

しいでしょうか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

次に、３つ目の意見書・決議につきまして、  

       これまでに受理しているものについては、    

お手元の資料のとおり、１件であります。 

この請願形式による意見書提出要請につい

ては、請願者から、もし、議員提出議案と

ならなかった場合は、請願として取り扱っ

てほしいとの申し出がありました。 

したがいまして、議員提出議案とならなか

った場合には、本会議最終日に委員会付託

を省略して、ただちに討論・採決を行いま

すので、御承知おき願います。  

また、会派から提出されます意見書（案）、  

決議（案）につきましては、２０日（水曜

日）の午後５時までの提出期限となってお

ります。 

提出されました、会派からの意見書（案）、  

決議（案）については、翌２１日（木曜日）

の本委員会でお示しいたします。  

これらの意見書（案）、決議（案）は、本
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日提示いたしました意見書とあわせまして、  

２５日（月曜日）の本委員会において、御

協議いただくことになります。  

それまでに、各会派において、御検討いた

だきたいと思います。 

最後に、大きな協議事項２番目の議会運営

に関する申合せ事項についてであります。 

去る５月１１日の本委員会において提案の

ありました討論についての新たな申合せ事

項につきまして、正・副委員長においてお

手元に配付の資料のとおり案を作成いたし

ましたので、まず事務局から説明させます。  

議事調査課長 〔「議会運営に関する申合せ事項の変更に

ついて（案）（討論の発言内容について）」

により説明〕 

委員長    この案について、委員の皆さんの御意見を

お聞かせください。 

柞山委員   自民党から提案させていただいた案件であ

りまして、この内容でよいと思います。 

東委員    社民党においてもこの件に関して議論させ

ていただきました。 

前回の３月定例会を経て、今６月定例会に

向けてということで５月１１日の本委員会
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で提案され、討論についてはお互いに節度

を持って行うというような意見がありまし

たが、今定例会では、あえてまだ明文化ま

ではしなくてもよいのではないかと思いま

す。今定例会の様子を見て、それでもまだ

時間が長いなどということであれば、改め

て今定例会終了後にこのような変更、もし

くは申合せ事項に追加するということでい

いのではないかというのが社民党の意見で

あります。今定例会の前に変更をするとい

うのは時期尚早ではないかというふうに思

っております。  

委員長    討論に関する新たな申合せ事項につきまし

ては、５月１１日の本委員会において、明

文化することについての決定をしておりま

す。  

したがいまして、本日の委員会においては

明文化の是非についてではなく、正・副委

員長に御一任いただいた申合せ事項（案）

の内容についての御意見を伺いたいと思い

ます。 

自民党さんは、何かありますか。  

柞山委員   これでよいと思います。 

委員長    社民党さんは、何かありますか。 
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ある場合は内容についてお聞かせください。  

東委員    内容については、良識に基づきですとか、

簡潔にということで、あえて時間制限です

とか内容に対する細かい立入りといった厳

しい制限がかけられるものではないと認識

しております。  

委員長    了解したということですか。 

東委員    内容については、この案文でいいというふ

うに思います。  

委員長    内容についていいということは、どういう

ことでしょうか。  

東委員    何を求められていますか。この内容をつけ

加えることがいいのかどうかということで

すか。 

明文化するということが前提であり、この

内容を入れなければいけないということで

あるならば、文言的にはこれでいいかと思

います。 

  （「委員外議員の発言をお願いします」と

発言する者あり）  
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委員長    委員外議員の発言は今回申し出を受けてお

りません。 

   それでは、案のとおり申合せ事項に追加す

ることとし、今６月定例会に臨んでいくこ

とといたしますので、各会派において周知

徹底されますようお願いいたします。  

以上で、本日の協議事項は終了いたしまし

た。  

次回の議会運営委員会は、６月２１日（木

曜日）、本会議終了後に行いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

これをもって、本日の議会運営委員会を閉

会いたします。  
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平 成 ３ ０ 年 ６ 月 定 例 会 

（平成３０年６月１２日）  

議 会 運 営 委 員 会 記 録 署 名 

委  員  長   金  厚  有  豊  

署名委員  村  家    博  

署名委員  柞  山  数  男


